
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律

地方分権の推進及び行政の効率化に資するとともに、北海道地方等の自立的発展に寄与する

１．法の目的

２．法の仕組み

政府が道州制特区の対象となる都道府県を「特定広域団体」として指定（政令）

対象となりうるのは、北海道又は３以上の都府県が合併した都府県

北 海 道

政府が「道州制特別区域基本方針」を作成（閣議決定）

基本方針の中で、権限移譲など
法令の特例措置について規定

基本方針案の作成は道州制
特別区域推進本部が行う

道州制特別区域推進本部
・本部長 ：内閣総理大臣
・副本部長、本部員 ：国務大臣
・参与 ：北海道知事 （政令で規定）

北海道が「道州制特別区域計画」を作成
いずれの場合も
関係市町村の意見聴取・
道議会の議決が必要

実際に権限移譲をスタートするためには

北海道が基本方針の変更を素案を添えて提案

道州制特別区域推進本部で北海道知事が総理・閣僚と同じテーブルで直接議論

提案を受け入れる場合

推進本部が基本方針の変更案を作成し、それに基づき閣議決定

提案が受け入れられない場合

その旨及びその理由を道に通知・公表

３．既に決定している権限移譲事項及び施行期日

・調理師養成施設の指定 ・危険猟法（麻酔薬の使用）の許可

・商工会議所に対する監督の一部 ・国又は独立行政法人が開設

する医療機関に係る公費負担医療等を行う指定医療機関等の指定

・民有林直轄治山事業の一部

・直轄通常砂防事業の一部 ・開発道路に係る直轄事業 ・２級河川に係る直轄事業

＜平成１９年４月１日＞

＜平成１９年度＞

＜平成２２年度＞

北海道が新たな権限移譲等を国に提案した場合には

参考資料1


















































































	09sannkou2.pdfから挿入したしおり
	img02909.pdf
	keikaku_soann2


